
○１日平均取扱処方箋数 

１日平均取扱処方箋数 

 

     枚 
 

 

○通常の営業日及び営業時間 

薬局の営業日及び 

営 業 時 間 

 

 

 

営業時間の1週間の総和（  時間／週） 

薬局の開店日及び 

開 店 時 間 

 

 

 

開店時間の1週間の総和（  時間／週） 

要指導医薬品又は         

一般用医薬品の 

販売の開店日及び 

開 店 時 間 

 

 

 

要指導医薬品又は一般用医薬品を販売等する1週間の総和（  時間／週） 

要指導医薬品の         

販売の開店日及び 

開 店 時 間         

 

 

 

要指導医薬品を販売等する1週間の総和（ 時間／週） 

一般用医薬品の         

販売の開店日及び 

開 店 時 間         

 

 

 

一般用医薬品を販売等する1週間の総和（ 時間／週） 

第一類医薬品の         

販売の開店日及び 

開 店 時 間         

 

                        

 

第一類用医薬品を販売等する1週間の総和（ 時間／週） 

 

○販売・授与する医薬品の区分等 

販売･授与する 
医薬品の区分       

薬局医薬品（薬局製造販売医薬品を除く。） 

□薬局製造販売医薬品 

要指導医薬品 

第一類医薬品 

指定第二類医薬品 

第二類医薬品（指定第二類医薬品を除く。） 

第三類医薬品 

その他（参考情報） 

販売・授与する医薬品の区分のうち、次の取扱い 

特定要指導医薬品 

□指定濫用防止医薬品 

 

○兼営事業の種類 

兼営事業の種類 

□高度管理医療機器等販売業・貸与業 

□管理医療機器販売業・貸与業 

□再生医療等製品販売業 

□医薬部外品 

□化粧品 

要指導医薬品のうち、特定要指導医
薬品の取り扱いがある場合は、✓を
お願いします。 



○特定販売の状況 

特 定 販 売 を 行 う           

医 薬 品 の 区 分           

要指導医薬品（特定要指導医薬品を除く。） 

 第一類医薬品 

 指定第二類医薬品 

 第二類医薬品（指定第二類医薬品を除く。） 

 第三類医薬品 

 □薬局製造販売医薬品 

   （毒薬及び劇薬であるものを除く。） 

特定販売を行う際に 

使 用 する通 信手 段  

インターネット  電話  □カタログ  □郵便 

□電子メール    □FAX   □アプリケーションソフト  

□その他（                     ） 

 

※要指導医薬品（特定要指導医薬品を除く。）又は指定濫用防止医薬品の特定販売を

行う場合、情報提供の方法として、以下の方法により実施すること。 

・映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可

能な方法（例：ビデオ通話） 

特 定 販 売 を 行 う           
営業日及び営業時間           

 

月曜～日曜 8時 30 分～18 時 

特定販売のみを行う 
営 業 時 間 の 有 無          

 

有  ・  無 

特定販売のみを行う          
営業日及び営業時間          

 

日曜 8 時 30 分～18 時 

特定販売の実施方法に 
関する適切な監督に          
必要な設備の概要          

 

特定販売のみを行う営業時間がある場合のみ 

  画像又は映像を保健所の求めに応じて直ちにインター 

ネット回線を通じて送信できる設備 

特定販売を行うことに 
関 す る 広 告 等 に          
表示する薬局等の名称 

  

申請薬局等の名称と同じ 

 □申請薬局等の名称と異なる 

   異なる場合はその名称 

特定販売を行うことに 

関してインターネットを          

利用して広告を行う          

場合の主たるホーム         

ページアドレス及び          

主たるホームページの 
構 成 の 概 要          

・主たるホームページアドレス 

（当該ホームページの必要なパスワード等がある場合には、 

そのパスワード等も併せて記載すること。) 

h t t p s : / /  

 

 

・主たるホームページの構成の概要 

 

 別 添 の と お り  

  

 
 

 

関係ページのコピー添付 

関係箇所のみの記入で構いません 

どちらかに☑すること 

いわゆるビデオ通話システムを用い
て情報提供及び指定を行う場合は、
要指導医薬品（特定要指導医薬品を
除く。）の特定販売を行う店舗である
こと。 


